
平成３１年３月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

報告 １ 専決処分事項の報告について（損害賠償の額の専決処分） 

議案１３ 公平委員会の委員の選任について 

議案１４ 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

選挙 １ 選挙管理委員の選挙について 

選挙 ２ 選挙管理委員の補充員の選挙について 

議案１５ 市道の路線廃止について 

議案１６ 市道の路線認定について 

議案１７ 
豊明市不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整理に関する条例の制定について 

議案１８ 豊明市地域公共交通会議設置条例の制定について 

議案１９ 豊明市森林環境譲与税基金条例の制定について 

議案２０ 豊明市立視聴覚ライブラリー条例の廃止について 

議案２１ 
豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改
正について 

議案２２ 豊明市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

議案２３ 
豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
例の一部改正について 

議案２４ 
豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部改正について 

議案２５ 
豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正
について 

議案２６ 豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

議案２７ 豊明市介護保険条例の一部改正について 

議案２８ 豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

議案２９ 
愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の
減少及び規約の変更について 



議案３０ 平成３０年度豊明市一般会計補正予算（第８号）について 

議案３１ 
平成３０年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に
ついて 

議案３２ 
平成３０年度豊明市下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ
いて 

議案３３ 
平成３０年度豊明市農村集落家庭排水施設特別会計補正予算（第
２号）について 

議案３４ 
平成３０年度豊明市有料駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
について 

議案３５ 
平成３０年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第３号）につい
て 

議案３６ 
平成３０年度豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
について 

議案３７ 
平成３０年度豊明市水上太陽光発電事業特別会計補正予算（第２
号）について 

議案３８ 財産の買入れについて（空調機） 

 



報告第１号 

 

専決処分事項の報告について 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、損害賠償の額を別添のとおり

専決したので、同条第２項の規定により議会に報告する。  

 

平成３１年２月２２日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 



専決第１号 

 

損害賠償の額の専決処分書 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、損害賠償の額を専決する。  

 

平成３１年２月１２日専決 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 損害賠償額  金１４２，１０１円 

２ 原   因  車両相互の物損事故 

３ 事故の概要 

 （１）事故の発生日時  平成３１年１月４日 午後１時３５分頃 

 （２）事故の発生場所  豊明市栄町上姥子地内 

 （３）事 故 の 経 過  上記場所において、車両相互の接触により損傷し

たもの 

 （４）相 手 方の 損 傷  車両後部一部の損傷 

 （５）過 失 割 合  豊明市９０％、相手方０％（片側賠償） 

 

 

 

 

 

 



議案第１３号 

 

   公平委員会の委員の選任について  

下記の者は、平成３１年３月３１日任期満了となるので、同人を再任するも

のとする。 

  

  平成３１年２月２２日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

住  所   豊明市二村台 

氏  名   佐 野 和 子 

生年月日    

 

   説 明 

 この案を提出するのは、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、議

会の同意を得るため必要があるからである。  

 

 

 



議案第１４号 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任について  

固定資産評価審査委員会の委員時髙厚子氏は、平成３１年３月２３日任期満

了となるので、下記の者を選任するものとする。 

 

平成３１年２月２２日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

住  所   日進市 

氏  名   粟 谷 達 也 

生年月日    

 

説 明 

この案を提出するのは、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、議会の

同意を得るため必要があるからである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



選挙第１号  

 

   選挙管理委員の選挙について  

 地方自治法第１８２条第１項の規定により４名を選挙する。  

 

  平成３１年２月２２日  



選挙第２号  

 

   選挙管理委員の補充員の選挙について  

 地方自治法第１８２条第２項の規定により４名を選挙する。  

 

  平成３１年２月２２日  

 



議案第１５号 

 

   市道の路線廃止について 

 道路法第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり廃止する

ものとする。 

 

平成３１年２月２２日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

路線番号 路線名 
起       点 

終       点 
摘 要 

２１０６ 沓掛南７０号 
豊明市沓掛町下高根３２５番地先 

豊明市沓掛町曙４９番地先 
附図 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、県道名古屋岡崎線の延伸計画に伴い市道の形態が変

わるため現状の市道認定を廃止する必要があるからである。  



 



議案第１６号 

 

   市道の路線認定について 

 道路法第８条第２項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり認定するも

のとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

                

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

路線番号 路線名 
起       点 

終       点 
摘 要 

２３２９ 阿野１０８号 
豊明市阿野町平地１２２番地先 

豊明市阿野町平地１０７番地先 
附図１ 

２３３０ 阿野１０９号 
豊明市阿野町平地１０９番地先 

豊明市阿野町平地１１５番地先 
附図１ 

２３３１ 阿野１１０号 
豊明市阿野町平地１１９番地先 

豊明市阿野町平地１０６番地先 
附図１ 

２３３３ 沓掛南１１９号 
豊明市沓掛町曙６９番地先 

豊明市沓掛町掛下４２番地先 
附図２ 

２１０６ 沓掛南７０号 
豊明市沓掛町下高根３２５番地先 

豊明市沓掛町小所２５２番１地先 
附図３ 

 

説 明 

この案を提出するのは、市道として管理するために、新たに市道認定する必

要があるからである。 



 



 



 



議案第１７号 

 

   豊明市不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について 

 豊明市不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、日本工業規格が日本産業規格へと変更されために必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例 

 

（豊明市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１条 豊明市固定資産評価審査委員会条例（昭和４７年豊明市条例第１７

号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。  

 （豊明市行政不服審査法関係手数料徴収条例の一部改正） 

第２条 豊明市行政不服審査法関係手数料徴収条例（平成２８年豊明市条例第

６号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。  

   附 則 

 この条例は、平成３１年７月１日から施行する。 



議案第１８号 

 

豊明市地域公共交通会議設置条例の制定について 

 豊明市地域公共交通会議設置条例を別添のように定めるものとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

 この案を提出するのは、地域公共交通会議の委員にチョイソコとよあけの運

行事業者等を加えるため委員の人数を変更する必要があり、豊明市附属機関設

置条例における規定を改め、新たに豊明市地域公共交通会議設置条例として規

定する必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市地域公共交通会議設置条例 

 

（目的） 

第１条 豊明市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）は、道路運送

法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）の規定に基づき、地

域における需要に応じた市民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利

便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項

を協議するため設置する。 

（協議事項） 

第２条 交通会議は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。 

（１） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関

する事項 

（２） 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 交通会議は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 一般乗合旅客自動車運送事業者、その他の一般旅客自動車運送事業

者及びその組織する団体の代表 

（２） 公募等により選出された市民及び利用者 

（３） 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局の代表 

（４） 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

の代表 

（５） 愛知県の関係行政機関の職員 

（６） 学識経験を有する者 

（７） 公共交通施策の推進に関係する市の職員 

（８） その他交通会議が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日まで

とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 



（会長及び副会長） 

第５条 交通会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長と

なる。 

２ 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員（第３条第２項第２号及び第６号の委員を除く。）は、事故その他や

むを得ない事由により、会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を

会長に届け出て、その組織を代表する代理人を出席させることができる。 

４ 交通会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

５ 会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、会長は、会議に諮って公開しないことができる。 

（１） 豊明市情報公開条例（平成１３年豊明市条例第２９号）第７条に規

定する不開示情報が含まれる事項に関して調査又は審議するとき。 

（２） 会議を公開することにより、当該会議の円滑かつ公正な運営に著し

い支障が生じると認められるとき。 

（部会） 

第７条 交通会議は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 

（１） 部会に属する委員は、会長が指名する。 

（２） 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。 

（３） 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじ

め部会長が指名する委員がその職務を代理する。 

２ 部会は、協議結果を交通会議に提出するものとする。 

（関係者の出席等） 

第８条 交通会議及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求



め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、また、同様とする。 

（庶務） 

第１０条 交通会議の庶務は、行政経営部企画政策課において処理する。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、交通会議に関し必要な事項は、会長

が会議に諮って別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行日の前日において豊明市地域公共交通会議規則（平成

２６年豊明市規則第４０号。以下この条において「規則」という。）第３条

の規定により委嘱されている委員は、この条例の施行日において条例第３条

の規定により委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、委員の

任期は、条例第４条の規定にかかわらず、規則第４条の規定による施行日前

日における残任期間とする。 

 （豊明市附属機関設置条例の一部改正） 

第３条 豊明市附属機関設置条例（平成２６年豊明市条例第３４号）の一部を

次のように改正する。 

  別表市長の部地域公共交通会議の項を削る。 

 

 

 

 

 

 



議案第１９号 

 

   豊明市森林環境譲与税基金条例の制定について 

 豊明市森林環境譲与税基金条例を別添のように定めるものとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、地方自治法第２４１条の規定に基づき、制定する必

要があるからである。 

 



   豊明市森林環境譲与税基金条例 

 

 （設置） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の規 

 定に基づき、豊明市における木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びそ 

 の促進に要する経費の財源に充てるため、豊明市森林環境譲与税基金（以下 

 「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。 

２ 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。） 

 で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方 

 法により保管しなければならない。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生 

 する収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期 

 間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用すること 

 ができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に 

 限り、処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長 

 が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



議案第２０号 

 

   豊明市立視聴覚ライブラリー条例の廃止について 

 豊明市立視聴覚ライブラリー条例を廃止する条例を別添のように定めるもの

とする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、豊明市立視聴覚ライブラリー設置当初の目的を達成

し、廃止するため、必要があるからである。 

 



豊明市立視聴覚ライブラリー条例を廃止する条例 

 

豊明市立視聴覚ライブラリー条例（昭和４９年豊明市条例第８号）は、廃止

する。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



議案第２１号 

 

   豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正につ

いて 

 豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条

例を別添のように定めるものとする。  

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、常勤の一般職員の給与改正に伴い非常勤一般職員の

報酬を改正する必要があるからである。  

 

 



豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

豊明市非常勤一般職員の任用、勤務条件等に関する条例（平成２５年豊明市

条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第５条関係）  

職 種 報酬月額（円）  費用弁償  

ポルトガル語通訳  ２４１，６８２  豊明市職員の給与に関する条例

（昭和４７年豊明市条例第３４

号）第１５条第２項に規定する通

勤手当の額を基準として市長が

規則で定める額  

地域安全監視員  ２００，６００ 

防災専門員  ３５４，９０８ 

徴収専門員  ４１４，８２８  

環境監視員  ２００，６００ 

保育士 ２００，６００ 

児童厚生員  ２００，６００ 

家庭相談員  ２１８，９３７  

教育相談員  ２０８，４１６  

学校教育指導員  ２０８，４１６  

教員補助員  ２８１，６６２  

養護教員補助員  ２４４，１４０  

スクールソーシャル

ワーカー 
３０８，５００  

スクールソーシャル

アドバイザー  
２０８，５００  

社会教育指導員  １９８，８９７  

別表第２（第５条関係）  

報酬時間額  費用弁償  

９００円以上５，４９１円以下で、職務

内容等を考慮し市長が規則で定める額  

月額報酬非常勤一般職員の費用

弁償の額を基準として市長が規



則で定める額  

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



議案第２２号 

 

   豊明市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 豊明市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別添の

ように定めるものとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典        

 

   説 明 

 この案を提出するのは、国家公務員の措置を踏まえ必要があるからである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



豊明市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年豊明市条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間に

おける勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 



議案第２３号 

 

   豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部改正について 

 豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、国家公務員の給与改定に伴い必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例 

 

豊明市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和４

９年豊明市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の１５２．５、１

２月に支給する場合においては１００分の１６７．５」を「１００分の１６０」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 



議案第２４号 

 

   豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の  

   一部改正について 

 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、休日診療所嘱託員の報酬額の改正のため必要がある

からである。 

 

 

 



豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の  

一部を改正する条例  

 

 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

４７年豊明市条例第３１号）の一部を次のように改正する。  

別表中  

「  

休日診療所嘱託員  １勤務日（休日診療勤務日及び翌日等の報告

日をいう。）１８，７００  

                                   」 

を  

「  

休日診療所嘱託員  １勤務日（休日診療勤務日及び翌日等の報告

日をいう。）１８，８００  

                                   」 

に改める。  

附 則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  



議案第２５号 

 

   豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正について 

 豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例を

別添のように定めるものとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、国家公務員の給与改定に伴い必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条 

例 

 

豊明市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例（昭和４９年豊明市条例

第２９号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「６月に支給する場合においては、１００分の１５２．５、

１２月に支給する場合においては、１００分の１６７．５」を「１００分の１

６０」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 



議案第２６号 

 

豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるもの

とする。 

 

平成３１年２月２２日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

説 明 

この案を提出するのは、国民健康保険税の適正化を図るために必要があるか

らである。 



豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市国民健康保険税条例（昭和４７年豊明市条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項ただし書中「５４万円」を「５８万円」に改める。 

第３条第１項中「１００分の５．８」を「１００分の５．９５」に改める。 

第４条中「１００分の１４．５」を「１００分の７．２」に改める。 

第５条中「１９，６００円」を「２０，９００円」に改める。 

第５条の２第１号中「２０，７００円」を「２０，９００円」に改め、同条

第２号中「１０，３５０円」を「１０，４５０円」に改め、同条第３号中「１

５，５２５円」を「１５，６７５円」に改める。 

第６条中「１００分の１．７」を「１００分の１．７５」に改める。 

第７条中「１００分の３．６」を「１００分の１．８」に改める。 

第７条の２中「５，２００円」を「５，８００円」に改める。 

第７条の３第１号中「５，４００円」を「５，７００円」に改め、同条第２

号中「２，７００円」を「２，８５０円」に改め、同条第３号中「４，０５０

円」を「４，２７５円」に改める。 

第８条中「１００分の１．３」を「１００分の１．４」に改める。 

第９条中「１００分の１．７」を「１００分の０．８」に改める。 

第９条の２中「６，３００円」を「６，７００円」に改める。 

第９条の３中「４，４００円」を「４，５００円」に改める。 

第２３条各号列記以外の部分中「５４万円」を「５８万円」に改め、同条第

１号ア中「１３，７２０円」を「１４，６３０円」に改め、同号イ（ア）中「

１４，４９０円」を「１４，６３０円」に改め、同号イ（イ）中「７，２４５

円」を「７，３１５円」に改め、同号イ（ウ）中「１０，８６８円」を「１０，

９７３円」に改め、同号ウ中「３，６４０円」を「４，０６０円」に改め、同

号エ（ア）中「３，７８０円」を「３，９９０円」に改め、同号エ（イ）中「

１，８９０円」を「１，９９５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，８３５円」

を「２，９９３円」に改め、同号オ中「４，４１０円」を「４，６９０円」に

改め、同号カ中「３，０８０円」を「３，１５０円」に改め、同条第２号ア中



「９，８００円」を「１０，４５０円」に改め、同号イ（ア）中「１０，３５

０円」を「１０，４５０円」に改め、同号イ（イ）中「５，１７５円」を「５，

２２５円」に改め、同号イ（ウ）中「７，７６３円」を「７，８３８円」に改

め、同号ウ中「２，６００円」を「２，９００円」に改め、同号エ（ア）中「

２，７００円」を「２，８５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，３５０円」

を「１，４２５円」に改め、同号エ（ウ）中「２，０２５円」を「２，１３８

円」に改め、同号オ中「３，１５０円」を「３，３５０円」に改め、同号カ中

「２，２００円」を「２，２５０円」に改め、同条第３号ア中「３，９２０円」

を「４，１８０円」に改め、同号イ（ア）中「４，１４０円」を「４，１８０

円」に改め、同号イ（イ）中「２，０７０円」を「２，０９０円」に改め、同

号イ（ウ）中「３，１０５円」を「３，１３５円」に改め、同号ウ中「１，０

４０円」を「１，１６０円」に改め、同号エ（ア）中「１，０８０円」を「１，

１４０円」に改め、同号エ（イ）中「５４０円」を「５７０円」に改め、同号

エ（ウ）中「８１０円」を「８５５円」に改め、同号オ中「１，２６０円」を

「１，３４０円」に改め、同号カ中「８８０円」を「９００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊明市国民健康保険税条例の規定は、平成３

１年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。 



議案第２７号 

 

   豊明市介護保険条例の一部改正について 

 豊明市介護保険条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、自宅で介護を受けながら生活している人への支援と

して移送サービスを実施するため、改正する必要があるからである。 



豊明市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市介護保険条例（平成１２年豊明市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第３条に次の１号を加える。 

（３） 移送サービス費助成事業 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



議案第２８号 

 

   豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を別添のよ

うに定めるものとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、資源集積所における資源の盗難を防止するため、必

要があるからである。 



豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 

豊明市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年豊明市条例第３号）の 

一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

（６） 資源 再生利用等を目的として廃棄物から分別収集するものをいう。 

第８条の次に次の１条を加える。 

（収集又は運搬の禁止等） 

第８条の２ 規則で定める資源（一般廃棄物処理計画で定める回収場所に排出

されたものに限る。次項においても同じ。）については、市及び市長が委託

又は指定する者以外の者は、収集し、又は運搬してはならない。 

２ 市長は、前項の規定に違反して規則で定める資源を収集し、又は運搬した

者に対し、これらの違反行為を行わないよう命ずることができる。 

本則に次の１条を加える。 

（罰則） 

第２９条 第８条の２第２項の規定による命令に違反した者は、２０万円以下

の罰金に処する。 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その

法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 



議案第２９号 

 

愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平

成３１年３月３１日をもって愛知県市町村職員退職手当組合から常滑武豊衛生

組合及び日東衛生組合を脱退させることとし、愛知県市町村職員退職手当組合

規約を別添のように変更するものとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、地方自治法第２９０条の規定により愛知県市町村職

員退職手当組合から常滑武豊衛生組合及び日東衛生組合を脱退させ、愛知県市

町村職員退職手当組合規約を変更することについて協議する必要があるからで

ある。 



愛知県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

 

愛知県市町村職員退職手当組合規約（昭和３３年愛知県市町村職員退職手当

組合規約第１号）の一部を次のように変更する。 

別表第１及び別表第２の３区の項中「東部知多衛生組合 常滑武豊衛生組合」

を「東部知多衛生組合」に、「愛知中部水道企業団 日東衛生組合」を「愛知

中部水道企業団」に改める。 

附 則 

１ この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規約による変更後の愛知県市町村職員退職手当組合規約別表第２の規

定は、平成３１年４月１日以後最初にその期日が告示される議員の一般選挙

から適用する。 















































































































































































































































































































議案第３８号 

 

   財産の買入れについて 

 下記のとおり財産を買い入れるものとする。 

 

  平成３１年２月２２日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 物 品 名   空調機 

２ 納 入 場 所   豊明市阿野町茶屋浦地内外 

３ 数 量   ２８２台  

４ 買 入 金 額   ３４，６８９，３８４円 

５ 買 入 先   豊明市三崎町中ノ坪２６番地７ 

          株式会社エディオン豊明店 

          店長 御園 三知 

６ 契約の方法   ７社の指名競争入札                 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、各小学校に空調機を買い入れるため必要があるから

である。 
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